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秋田大学全学同窓会会則

平成21年11月15日制定

（名称）

第１条 本会は，秋田大学全学同窓会と称する。

（事務局）

第２条 本会の事務局は，秋田市手形学園町１番１号秋田大学内に置く。

（目的）

第３条 本会は，秋田大学各学部等同窓会（以下「各学部等同窓会」という。）相互の交

流と親睦を図り，秋田大学の教育研究活動等を支援し，もって秋田大学の発展に寄与す

ることを目的とする。

（事業）

第４条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

一 各学部等同窓会相互の交流と親睦を図る事業

二 教育研究活動等に対する支援事業

三 教育研究環境の整備に対する支援事業

四 その他目的を達成するために必要な事業

（組織）

第５条 本会は，次に掲げる各学部等同窓会をもって組織する。

一 教育文化学部同窓会

二 医学部医学科同窓会

三 医療技術短期大学部・医学部保健学科同窓会

四 工学資源学部同窓会

（役員）

第６条 本会に，次の役員を置く。

一 会長 １名

二 副会長 ４名

三 理事 ４名

四 監事 ２名

２ 会長は，各学部等同窓会の各会長の互選により選出する。

３ 会長は，本会を代表し，会務を統括する。

４ 副会長は，各学部等同窓会役員のうちから、それぞれ選出された者をもって充てる。

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代行する。

６ 理事は，各学部等同窓会会員のうちから，それぞれ選出された者をもって充てる。

７ 理事は，会務を執行し，本会の発展に努力する。

８ 監事は，役員会の同意を得て，会長が選任する。

９ 監事は、会務を監査する。

10 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

（役員会）

第７条 本会に，役員をもって組織する役員会を置く。

２ 役員会は，次に掲げる事項を審議する。

一 本会の運営に関する重要事項

二 会則の改廃に関する事項

三 事業計画及び事業報告に関する事項

四 予算及び決算に関する事項
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五 その他本会の目的を達成するため必要な事項

３ 役員会は，会長が招集する。

４ 役員会に議長を置き，会長をもって充てる。

５ 役員会は，役員の過半数の出席により成立する。

６ 役員会の議事は，出席者の過半数で決し，可否同数のときは 会長の決するところに

よる。

（運営委員会）

第８条 本会の事業を円滑に実施するため，運営委員会を置く。

２ 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。

（会計）

第９条 本会の運営に必要な費用は、別に定める。

（雑則）

第10条 この会則に定めるもののほか，本会の運営に関し必要な事項は，役員会が別に

定める。

附 則

１．この会則は，平成21年11月15日より施行する。

２．この会則の施行後、最初に選出される役員の任期は、第６条第10項の規定にかかわ

らず、平成21年11月15日から平成24年３月31日までとする。


